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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
一
年
七
月
九
日
(
金
)
午
後
一
時
半
|
五
時

「
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
に
お
け
る
政
治
制
度
の
最
近
の
進
化
」

報
告
者
パ
リ
第
二
大
学
教
授

ミ
シ
ェ
ル
・
ル
サ
1
ジ
ュ
氏

通

訳

深

瀬

忠

一

氏

出

席

者

一

七

名

ル
サ
l
ジ
ュ
教
綬
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
堅
公
法
学
者
・
ソ
連
お
よ

び
東
欧
の
政
治
制
度
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
二
年
前
か
ら
東
京
日
仏
会

館
長
と
し
て
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
。
同
教
授
は
、
米
ソ
東
欧
等
に
広
く
精
力

的
に
留
学
・
調
丘
・
旅
行
を
続
け
て
お
ら
れ
る
が
、
最
近
の
実
証
的
デ
ー
タ

に
基
づ
き
、
ソ
連
の
政
治
制
度
の
実
態
の
動
向
に
つ
い
て
、
体
系
的
に
解
明

さ
れ
た
。

過
去
二

O
1三
O
年
来
ソ
連
社
会
は
工
業
化
・
都
市
化
を
進
め
、
技
術
の
進

歩
に
と
も
な
い
専
門
技
術
者
の
地
位
が
高
ま
り
、
重
要
な
決
定
の
た
め
に
は

合
理
的
技
術
が
採
用
さ
れ
、
生
活
の
モ
ー
ド
も
変
り
市
民
は
自
家
用
車
を
持

つ
こ
と
を
考
え
、
中
国
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ス
タ
ー

リ
ン
の
死
以
前
の
よ
う
な
粛
清
は
極
め
て
少
な
く
な
り
(
精
神
病
強
制
入
院

等
残
る
が
〉
、
西
欧
等
と
の
交
流
は
諸
国
共
産
党
等
を
媒
介
と
し
て
よ
り
開
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

政
治
的
に
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
重
工
業
絶
対
優
先
政
策
は
捨
て
ら
れ

市
民
の
生
活
や
福
祉
そ
し
て
文
化
水
準
の
向
上
の
重
要
性
が
増
し
(
一
九
七

六
年
第
二
五
党
大
会
ブ
レ
ジ
ネ
フ
報
告
)
、
市
民
の
要
求
を
よ
り
聴
く
姿
勢
を

示
す
よ
う
に
な
っ
た
(
た
だ
し
、
共
産
主
義
社
会
建
設
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は

厳
格
で
あ
り
、
逸
脱
的
文
化
人
等
は
抑
圧
〉
。

以
上
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
連
の
政
治
体
制
に
不
変
の
恒
常
的
な

二
要
素
が
あ
る
。
一
つ
は
共
産
党
(
首
脳
部
〉
の
指
導
的
役
割
で
あ
る
。
党

員
(
成
人
口
の
九
%
、
一
五

O
O万
人
余
、
一
九
七
四
年
)
の
選
抜
〈
農
民

は
も
ち
ろ
ん
労
働
者
出
身
党
員
の
率
(
四
二
%
)
も
矧
が
低
い
。
一
九
七
六
年

ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
新
党
員
の
五
八
%
は
労
働
者
山
身
と
報
告
。
技
術
者
・
事
務

幹
部
職
員
の
割
が
多
い
)
、
教
育
(
今
日
で
は
市
や
地
方
委
員
会
書
記
の
約
九

七
%
が
高
等
教
育
を
受
け
て
い
る
。
政
治
教
育
は
党
が
徹
底
〉
、
人
事
配
属
、

政
策
の
決
定
を
通
じ
、
党
と
行
政
と
社
会
諸
組
織
お
よ
び
各
種
ソ
ビ
エ
ト
を

指
導
統
制
す
る
。

第
二
の
恒
常
的
要
素
は
、
民
主
集
中
制
と
市
民
の
参
加
で
あ
る
。
唯
一

の
セ
ン
タ
ー
〔
共
産
党
の
〉
に
対
す
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
機
関
の
服
従
(
集
中

制
)
と
民
主
制
が
均
衡
を
保
ち
、
討
論
の
自
由
が
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。

実
際
、
地
方
な
い
し
下
か
ら
の
一
定
の
影
響
力
お
よ
び
上
部
で
の
集
団
指
導

制
と
諸
施
策
修
正
例
は
か
な
り
増
え
て
き
た
が
、
市
民
の
参
加
は
、
政
治
的

意
見
や
選
挙
が
党
に
よ
り
大
一
輸
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
西
欧
市
民
の
政

治
参
加
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
。
ソ
連
市
民
の
参
加
の
手
段
と
し
て
は
、
情

報
提
供
(
生
活
水
準
向
上
・
社
会
内
の
種
々
の
要
求
や
諸
部
門
・
地
方
の
要
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報

求
)
と
、
検
察
庁
・
裁
判
所
・
党
機
関
・
ソ
ビ
エ
ト
・
新
聞
等
に
よ
る
統
制

と
い
う
二
種
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

将
来
の
展
望
は
ど
う
か
。
一
九
六
二
年
に
憲
法
改
正
委
員
会
が
構
成
さ

れ
、
新
憲
法
案
の
起
草
が
決
せ
ら
れ
な
が
ら
、
一
九
七
六
年
の
プ
レ
ジ
ネ
フ

報
告
で
も
慎
重
に
検
討
中
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
現
ブ
レ
ジ
ネ

フ
・
コ
ス
イ
ギ

γ
指
導
部
は
新
欧
代
に
権
力
を
移
譲
す
る
こ
と
を
考
え
て
い

る
だ
ろ
う
が
、
過
去
一

0
年
間
指
導
的
地
位
に
登
っ
て
き
た
陀
代
は
行
政
・

経
常
の
合
理
化
・
捻
術
に
通
じ
た
人
々
で
あ
り
、
民
主
制
の
根
本
問
題
を
問

い
直
し
て
は
い
な
い
〈
少
数
の
知
識
人
が
そ
れ
を
敢
行
し
迫
害
さ
れ
て
い

る
〉
。
結
局
近
い
将
来
重
大
な
実
質
的
変
化
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
某

ソ
連
友
人
が
私
に
語
っ
た
の
だ
が
、
大
き
な
変
化
は
瞥
て
一
世
紀
に
一
度
し

か
起
っ
て
い
な
い
(
一
七
二
一
年
の
ピ
ョ

l
ト
ル
大
帝
、
一
八
二
五
年
デ
カ

ブ
リ
ス
ト
の
叛
乱
、
一
九
一
七
年
ロ
シ
ヤ
革
命
)
よ
う
に
、
二
一
世
紀
初
め

を
ま
つ
ほ
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

討
論
に
お
い
て
は
、
下
か
ら
の
市
民
の
参
加
の
実
態
や
政
治
文
化
の
変
化

の
緩
慢
さ
や
東
西
「
収
峨
」
叩
忠
治
等
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。
ま
た
、
七
月

一
O
日
の
研
究
懇
談
会
で
は
、
仏
ソ
川
共
産
党
を
比
較
し
な
が
ら
討
論
(
外

川
教
授
通
訳
〉
し
興
味
深
か
っ
た
。
ル
サ
l
ジ
コ
教
授
は
、
ス
ラ
プ
研
究
施

設
の
諸
教
授
と
嬉
し
そ
う
に
ソ
連
等
研
究
の
プ
ロ
と
し
て
の
学
問
的
談
笑
に

時
を
忘
れ
て
い
た
が
、
わ
が
凶
の
ソ
巡
等
専
門
研
究
者
と
の
交
流
が
殆
ん
ど

な
い
由
、
惜
し
い
こ
と
だ
。
な
お
、
同
教
授
の
優
れ
た
現
実
主
義
的
ソ
連
政

治
制
度
論
の
諸
著
作
・
推
薦
文
献
に
つ
い
て
は
別
稿
(
フ
ラ
ン
ス
公
法
最
近

文
献
覚
え
書
き
、
次
回
万
)
に
ゆ
ず
る
。

雑

O
昭
和
年
五
一
年
一

O
月
二
九
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
l
四
時
半

「
財
産
犯
に
お
け
る
『
財
産
上
の
利
益
』
に
つ
い
て
」

報

告

者

内

田

文

昭

氏

出

席

者

一

一

名

わ
が
刑
法
は
、
強
権
罪
・
詐
欺
罪
・
恐
同
町
罪
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ

の
こ
項
に
、
不
法
に
財
売
上
の
利
益
を
え
た
場
合
を
も
処
罰
す
る
旨
さ
だ
め

て
い
る
が
、
こ
れ
は
比
較
法
的
に
も
あ
ま
り
例
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
と
か

く
拡
が
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
限
定
的
に
解
釈
す
る
必
要
の
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
報
告
者
は
、
限
定
解

釈
の
要
請
に
応
え
る
べ
く
、
従
来
か
ら
一
般
化
さ
れ
て
い
た
「
被
害
者
の
財

産
的
処
分
行
為
」
(
た
と
え
ば
、
欺
叶
さ
れ
た
た
め
に
債
務
免
除
の
意
思
表
示

に
で
た
〉
の
ほ
か
に
、
「
財
湾
上
の
利
益
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

を
「
限
定
」
し
て
ゆ
く
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
提
案
を
試
み
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
労
務
提
供
」
も
財
a
M
m
上
の
利
益
た

り
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
報
告
者
は
、
こ
れ
に
疑
問
を
提
起
し
、
暴

行
・
脅
迫
を
加
え
て
「
労
務
を
提
供
」
さ
せ
た
よ
う
な
場
合
は
強
盗
罪
・
恐

喝
罪
で
は
な
し
に
、
む
し
ろ
強
要
罪
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
売
春
婦
に
対

し
て
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
、
強
い
て
性
交
に
応
じ
ざ
せ
た
場
合
は
、
仮
り
に

売
春
料
金
が
法
律
上
の
「
財
政
的
利
益
た
り
う
る
」
と
し
て
も
、
強
盗
で
は

な
く
し
て
、
強
姦
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
見
地
か

ら
、
従
来
の
判
例
を
詳
細
に
分
析
・
検
討
さ
れ
、
結
局
、
「
労
務
」
を
提
供
さ

せ
た
段
階
で
財
産
上
の
「
利
益
」
を
え
た
と
は
考
え
ず
に
、
労
務
を
相
官
-
供
さ

せ
た
結
果
、
当
事
者
間
に
生
じ
た
一
定
の
金
銭
的
関
係
(
た
と
え
ば
、
債
務

北法27(3・4-536')894



関
係
)
を
、
欺
問
手
段
に
よ
っ
て
事
実
上
破
壊
さ
せ
た
と
き
に
こ
そ
詐
欺
罪

を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
暴
行
・
脅
迫
に
よ
っ
て
こ
れ
を
事
実

上
破
壊
し
た
と
き
に
こ
そ
強
浴
罪
・
恐
喝
罪
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
売
春
料
金
な
ど

の
支
払
い
を
免
れ
た
行
為
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
、
こ

れ
に
つ
い
て
説
の
対
立
が
み
ら
れ
る
が
、
報
告
者
は
、
刑
法
と
他
の
法
律

(
た
と
え
ば
民
法
)
と
の
補
充
関
係
と
い
う
見
地
か
ら
、
売
春
料
金
は
民
、
法
上

の
債
権
・
債
務
関
係
を
生
じ
さ
せ
な
い
が
、
刑
法
上
は
「
事
実
J
の
利
益
」

と
し
て
評
価
し
て
ゆ
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
主

張
を
試
み
た
。

以
と
の
よ
う
な
内
容
の
報
告
は
、
刑
法
解
釈
論
上
の
重
要
な
論
点
を
提
供

し
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
法
学
令
一
般
に
わ
た
っ
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ

り
、
活
発
な
質
疑
が
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
刑
法
と
他
の
法
律
分
野
の
守

備
範
聞
は
異
な
り
、
雨
者
が
相
互
補
充
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
十

分
説
得
的
で
あ
る
が
、
法
秩
序
の
統
一
を
み
だ
す
と
い
う
批
判
に
ど
う
答
え

た
ら
よ
い
か
、
売
春
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
の
は
何
故
か
、
憲
法
と
刑
法
を

総
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
の
必
要
性
の
指
摘
、
特
に
わ
が
国
の
刑
法
典
が
財

産
犯
の
保
護
に
厚
く
、
そ
の
刑
罰
が
自
由
侵
害
犯
の
そ
れ
よ
り
重
く
な
っ
て

い
る
こ
と
の
指
摘
な
ど
で
あ
る
。

法学会記事

O
昭
和
五
一
年
一
一
月
二
六
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
|
五
時

「
都
市
政
治
か
ら
み
た
ア
メ
リ
カ
」

報
告
者

)11 

晃

氏

出

席

者

二

五

名

報
告
者
は
、
今
年
の
九
月
中
旬
よ
り
一
一
月
と
旬
ま
で
の
約
二
カ
月
間
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
首
都
オ
ル
パ
ニ

l
に
滞
在
し
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
政
治

調
査
に
あ
た
っ
た
。
本
報
ル
い
け
ば
、
本
汁
仙
十
中
川
り
に
問
問
載
さ
れ
て
い
る
報
告
者
の

論
文
を
も
と
に
、
ア
メ
リ
カ
政
治
に
お
け
る
ボ
ス
と
マ
シ

l
ン
の
意
味
お
よ

び
役
割
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
報
作
者
が
強
調
し
た
の
は
、
わ
が
国
で

は
ア
メ
リ
カ
ン
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
村
徴
と
し
て
直
接
民
主
制
的
傾
向
を
指
摘

す
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
だ
け
か
ら
ア
メ
リ
カ
政

治
を
み
る
の
は
一
面
的
で
、
同
時
に
、
ボ
ス
と
ア
γ
l
ン
の
役
割
を
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
会
こ
で
、
特
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移

民
を
ア
メ
リ
カ
ン
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
に
く
り
込
む
と
い
う
ボ
ス
と
マ
シ
ー

ン
の
発
生
原
因
、
そ
の
役
割
、
と
り
わ
け
貧
民
救
済
の
役
割
、
一
九
三

0
年

代
の
ニ
ュ

1
デ
l
ル
政
策
が
貧
乏
人
を
減
ら
し
、
ア
γ
l
ン
の
貧
民
救
済
の

役
割
を
減
少
さ
せ
、
さ
ら
に
、
五

0
年
代
の
都
市
構
造
の
変
化
に
よ
る
都
市

の
人
口
減
少
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
が
マ
シ
ー
ン
の
役
訓
を
減
退
さ
せ
た

が
、
な
お
、
マ
シ

!
γ

の
役
訓
が
川
村
に

EN由
に
な
る
官
職
任
命
を
基
礎
に
残

存
じ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
興
味
深
く
説
明
さ
れ
た
。

質
疑
で
は
、
マ
シ

l
ン
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
日
本
の
政

党
の
派
閥
や
議
員
個
人
後
援
会
と
の
侶
異
、
マ
シ

l
ン
が
公
的
制
度
に
な
っ

て
い
る
か
、
マ
シ
i
ン
の
都
市
行
政
へ
の
影
響
力
、
ア
メ
リ
カ
政
治
に
お
い

て
法
律
家
が
何
故
大
き
な
役
割
台
有
す
る
か
、
歴
代
大
統
領
な
い
し
大
統
領

候
補
者
と
マ
シ
l
ン
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
活
発
な
討
議
が
な
さ
れ

た
。
な
お
、
詳
し
く
は
、
本
誌
掲
載
の
報
告
者
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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